
ほこみち制度について １．二次占用と維持管理協力金について

ほこみち事業者が徴収する
維持管理協力金に関する規定は無い

【参考】
・大阪市が占用料を徴収する場合は、活用内容によって占用料が異なる。
    参考：イベントスペース、テラス席スペース（隣接店舗の独占利用）、休憩スペース(不特定多数の利用)の占用

料の設定が異なる。

１．二次占用と維持管理協力金について ほこみち区域を
貸し出すことは可能



ほこみち制度について ２．ほこみち区域に隣接する店舗の権利について

滲み出しの利活用実施者は、
区域に面する店舗に限定していない

●自主ルールとしてほこみち事業者が定める項目

・利活用ルールの中で、①貸出先のルール、②利活用の可能な内容について定める。

２．ほこみち区域に隣接する店舗の権利について



ほこみち制度について ３．なんさん北区間のほこみち区域の設定について

３．なんさん北区間のほこみち区域の設定について

タイムシェアの道路で
ほこみち区域を設定している事例あり
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